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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザインターフェースを有する移動装置により薬剤装置の状態を、前記移動装置、前
記薬剤装置、及び少なくとも一つのサーバが互いに接続された通信ネットワークにおいて
追跡する方法であって、前記ユーザインターフェースにはフィルタセレクタが表示されて
おり、前記フィルタセレクタは前記移動装置のユーザが前記薬剤装置の１人以上のユーザ
に関係付けられる１つ以上のプロファイルを選択することを可能にするものであり、
　前記移動装置が前記サーバ又は前記薬剤装置から前記薬剤装置に関する情報を受信する
ステップであって、前記情報は位置情報、有効期限情報及び前記薬剤装置が活性化された
ことを示す活性化指示を含むステップと、
　前記移動装置が前記移動装置の現在地を決定するステップと、
　前記移動装置が、前記現在地と前記位置情報との比較に基づいて、前記薬剤装置が前記
移動装置から既定の距離内に有ることを決定するステップと、
　前記移動装置が、前記サーバから受信した有効期限情報に基づいて、前記薬剤装置が有
効期限に現在関係付けられていることを決定するステップと、
　前記移動装置による、前記薬剤装置が前記移動装置から既定の距離内に有ることと、前
記薬剤装置が前記有効期限に現在関係付けられていることとの決定に応答して、前記移動
装置が、前記有効期限を示す有効期限アラームを前記移動装置のユーザに聴覚的又は視覚
的に出力するステップと、
　前記移動装置が、地理領域の地図を表示する要求を前記ユーザから受信するステップと



(2) JP 6689822 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

、
　前記移動装置が、前記位置情報に基づいて前記地理領域の地図を前記ユーザインターフ
ェースに表示するステップと、
　前記移動装置が、前記移動装置のユーザから前記１つ以上のプロファイルの１つ以上の
選択を受信することに応じて、前記ユーザインターフェース上に薬剤装置リストを表示す
るステップであって、前記薬剤装置リストは選択された１つ以上のプロファイルに関係付
けられる追跡される薬剤装置の概要を含むステップと、
　前記移動装置が、前記活性化指示に基づいて、前記薬剤装置が活性化された前記地図上
の位置に、前記ユーザに対して前記薬剤装置の活性化を示すアイコンを表示するが、前記
選択された１つ以上のプロファイルに関係付けられていない前記薬剤装置の活性化を示す
アイコンは表示しないステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記移動装置は、前記薬剤装置及び前記薬剤装置の包装の少なくとも１つから情報を光
学的に読み取ることによって、前記薬剤装置から前記有効期限情報を受信する、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記移動装置は、前記薬剤装置及び前記薬剤装置の包装の少なくとも１つと無線通信す
ることによって、前記薬剤装置から前記有効期限情報を受信する、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記有効期限情報は有効期限日であり、前記有効期限は、前記薬剤装置の過去の有効期
限及び現在の日付から既定の時間内である前記薬剤装置の将来の有効期限の少なくとも１
つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動装置は、前記通信ネットワークを介して前記薬剤装置から前記位置情報を受信
し、それによって前記移動装置は、前記薬剤装置が前記移動装置から離れた位置に有ると
きに前記薬剤装置から前記位置情報を受信するように構成される、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記移動装置により、前記活性化指示に基づいて、前記ユーザに活性化アラートを聴覚
的又は視覚的に出力するステップと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記移動装置により、前記薬剤装置と前記移動装置との間の距離を推定するために、無
線通信を使用して前記薬剤装置に周期的にポーリングするステップと、
　前記移動装置により、推定された距離に基づいて、前記薬剤装置が既定の許容距離より
も前記移動装置から離れていることを決定するステップと、
　前記移動装置により、前記薬剤装置が前記既定の許容距離よりも前記移動装置から離れ
ているとの決定に応じて、装置紛失アラームを聴覚的又は視覚的に出力するステップと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ユーザインターフェースを有する移動装置により薬剤装置の状態を、移動装置、前記薬
剤装置、及び少なくとも一つのサーバが互いに接続された通信ネットワークにおいて追跡
するために前記移動装置により実行される命令が符号化された非一時的な機械可読記憶媒
体であって、前記ユーザインターフェースにはフィルタセレクタが表示されており、前記
フィルタセレクタは前記移動装置のユーザが前記薬剤装置の１人以上のユーザに関係付け
られる１つ以上のプロファイルを選択することを可能にするものであり、
　前記移動装置が前記サーバ又は前記薬剤装置から前記薬剤装置に関する情報を受信する
命令であって、前記情報は位置情報、有効期限情報及び前記薬剤装置が活性化されたこと
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を示す活性化指示を含む命令と、
　前記移動装置が前記移動装置の現在地を決定する命令と、
　前記移動装置が、前記現在地と前記位置情報との比較に基づいて、前記薬剤装置が前記
移動装置から既定の距離内に有ることを決定する命令と、
　前記移動装置が、前記サーバから受信した有効期限情報に基づいて、前記薬剤装置が有
効期限に現在関係付けられていることを決定する命令と、
　前記移動装置による、前記薬剤装置が前記移動装置から既定の距離内に有ることと、前
記薬剤装置が前記有効期限に現在関係付けられていることとの決定に応答して、前記移動
装置が、前記有効期限を示す有効期限アラームを前記移動装置のユーザに聴覚的又は視覚
的に出力する命令と、
　前記移動装置が、地理領域の地図を表示する要求を前記ユーザから受信する命令と、
　前記移動装置が、前記位置情報に基づいて前記地理領域の地図を前記ユーザインターフ
ェースに表示する命令と、
　前記移動装置が、前記移動装置のユーザから前記１つ以上のプロファイルの１つ以上の
選択を受信することに応じて、前記ユーザインターフェース上に薬剤装置リストを表示す
るステップであって、前記薬剤装置リストは選択された１つ以上のプロファイルに関係付
けられる追跡される薬剤装置の概要を含む命令と、
　前記移動装置が、前記活性化指示に基づいて、前記薬剤装置が活性化された前記地図上
の位置に、前記ユーザに対して前記薬剤装置の活性化を示すアイコンを表示するが、前記
選択された１つ以上のプロファイルに関係付けられていない前記薬剤装置の活性化を示す
アイコンは表示しない命令と
　を含む、非一時的な機械可読記憶媒体。
【請求項９】
　前記薬剤装置から前記薬剤装置に関する情報を受信することは、前記薬剤装置及び前記
薬剤装置の包装の少なくとも１つから前記有効期限情報を光学的に読み取ることを含む、
請求項８に記載の非一時的な機械可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記薬剤装置から前記薬剤装置に関する情報を受信することは、前記薬剤装置及び前記
薬剤装置の包装の少なくとも１つと無線通信して前記有効期限情報を受信することを含む
、請求項８に記載の非一時的な機械可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記有効期限情報は有効期限日であり、前記有効期限は、前記薬剤装置の過去の有効期
限及び現在の日付から既定の時間内である前記薬剤装置の将来の有効期限の少なくとも１
つを含む、請求項８に記載の非一時的な機械可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記位置情報を受信する命令は、前記通信ネットワークを介して前記薬剤装置から位置
情報を受信する命令を含み、それによって前記移動装置は、前記薬剤装置が前記移動装置
から離れた位置に有るときに前記薬剤装置から前記位置情報を受信するように構成される
、請求項８に記載の非一時的な機械可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記移動装置により、前記活性化指示に基づいて、前記ユーザに活性化アラートを聴覚
的又は視覚的に出力する命令と
　を更に含む、請求項８に記載の非一時的な機械可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記移動装置により、前記薬剤装置と前記移動装置との間の距離を推定するために、無
線通信を使用して前記薬剤装置に周期的にポーリングする命令と、
　前記移動装置により、推定された距離に基づいて、前記薬剤装置が既定の許容距離より
も前記移動装置から離れていることを決定する命令と、
　前記移動装置により、前記薬剤装置が前記既定の許容距離よりも前記移動装置から離れ
ているとの決定に応じて、装置紛失アラームを聴覚的又は視覚的に出力する命令と
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　を更に含む、請求項８に記載の非一時的な機械可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示の様々な例示の実施形態は、一般に、薬剤の投与に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アナフィラキシーを生じ得る重度のアレルギー等の病状に苦しんでいる人もいる。アナ
フィラキシーは、エピネフリンの投与によって治療される場合がある。患者は、突然のア
ナフィラキシーを治療するためにエピネフリンの自己注射器を処方される場合がある。
【０００３】
　しかしながら、アナフィラキシーは、死亡又は他の合併症を防ぐためにできるだけ早く
エピネフリン又は他の薬物を投与するべきである緊急事態に至ることが多い。従って、ア
ナフィラキシーを治療するために自己注射器を適切に使用することが重要である。アナフ
ィラキシーに至ることがある病状を有する患者は、薬物療法を行うのに不慣れである場合
が多い。また、自己注射器の使用は一部の患者にとっては脅威であリ得る。更に、治療を
必要とする緊急事態は、予想しない時に、又は医者若しくは薬剤師から自己注射器及び使
用の指導を受けてから相当な時間の経過後に生じる場合がある。加えて、自己注射器の必
要性が生じる時が予想できないために、薬剤は、自己注射器を使用する前に有効期限が切
れる場合があり、従って、緊急事態においてアナフィラキシーを効果的に治療できない場
合がある。
【発明の概要】
【０００４】
　エピネフリン及び他の薬物の投与における様々な緊急対策の現在の必要性の観点から、
様々な例示の実施形態の概要が提示される。以下の概要では何らかの簡略化及び省略が行
われる場合があり、これは様々な例示の実施形態の一部の態様を強調して紹介することを
意図しており、本発明の範囲を限定することを意図していない。当業者が本発明の概念を
構想し且つ使用することを可能にするために、適切な好ましい例示の実施形態の詳細な説
明が後節で続けられる。
【０００５】
　様々な例示の実施形態は、緊急薬剤装置を使用する方法に関する。方法は、移動装置を
使用して薬剤装置からＩＤタグを読み取るステップ、ＩＤタグに基づいて薬剤装置を使用
するための指導を自動的に要求するステップ、及び移動装置のユーザに映像を表示するス
テップを含み、映像は薬剤装置の認可ラベルに従って薬剤装置を使用するための指導を提
供する。
【０００６】
　様々な実施形態において、ＩＤタグはクイックレスポンス（ＱＲ）コードである。
【０００７】
　様々な実施形態において、方法は、薬剤装置から有効期限日を含む製品情報を読み取る
ステップ、アプリケーションサーバに製品情報を送信するステップ、及び薬剤装置の有効
期限日に関する通知をアプリケーションサーバから受信するステップを更に含む。有効期
限日を読み取るステップは、薬剤装置上に印刷された有効期限日の写真を撮ること、及び
印刷された有効期限日の文字を認識することを含んでもよい。製品情報はロット番号を更
に含んでもよく、方法は、ロット番号に基づいて薬剤装置のリコールに関する通知を受信
するステップを更に含んでもよい。
【０００８】
　様々な実施形態において、映像は、リモートアプリケーションサーバからストリーミン
グされる。
【０００９】
　様々な実施形態において、方法は、薬剤装置が使用されたことの指示を受信するステッ
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プ、及び緊急サービスに位置情報を提供するステップを更に含む。
【００１０】
　様々な実施形態において、方法は、アプリケーションサーバに登録情報を送信するステ
ップであって、登録情報は位置情報を追跡する要求を含むステップ、位置情報を含む登録
された薬剤装置に関する薬剤装置情報を受信するステップ、及び登録された薬剤装置情報
を含む地図を表示するステップを更に含む。
【００１１】
　様々な例示の実施形態は、アナフィラキシーを治療するための薬物の量を保存するよう
に構成される容器、患者に薬物を投与するための投与コンポーネント、薬剤装置情報を記
憶するメモリに通信可能に接続されるプロセッサ、及び別の装置により読み取られるよう
に構成される識別タグであって、薬剤装置を使用するための指導の識別を含む薬剤装置情
報を提供する識別タグを含む電子薬剤装置に関する。
【００１２】
　様々な実施形態において、電子薬剤装置はディスプレイ装置を含み、プロセッサは、デ
ィスプレイ装置を介して、薬物の量に関係付けられる有効期限日が過ぎたときにアラート
を表示するように構成される。
【００１３】
　様々な実施形態において、プロセッサは、薬物を投与するための指導音声を再生するよ
うに構成される。
【００１４】
　様々な実施形態において、プロセッサは、投与コンポーネントにより投与される薬物の
量を制御するように構成される。
【００１５】
　様々な実施形態において、投与コンポーネントは自己注射器である。
【００１６】
　様々な実施形態において、電子薬剤装置は通信インターフェースを更に含み、プロセッ
サはイベントの発生に応じて通信インターフェースを介して少なくとも１つリモートシス
テムと通信するように構成され、イベントは薬物の投与及び薬物の有効期限の少なくとも
１つを含む。
【００１７】
　様々な実施形態において、電子薬剤装置は、薬物の現在温度を決定するように構成され
る温度センサを更に含み、プロセッサは現在温度が認可温度の範囲外であることを示す指
示を提供するように構成される。
【００１８】
　様々な実施形態において、電子薬剤装置は近距離無線通信インターフェースを更に含み
、プロセッサは近距離無線通信インターフェースを介して外部装置への接続を周期的に試
行して、接続の試行が失敗することに応じてアラームをトリガするように構成される。
【００１９】
　様々な例示の実施形態は移動装置と通信するアプリケーションサーバに関連し、アプリ
ケーションサーバはプロセッサ及びメモリを含み、アプリケーションサーバは移動装置に
おけるアプリケーションを使用してアナフィラキシーの治療のためのエピネフリンを含む
緊急薬剤装置からスキャンされた薬剤装置識別子を受信し、且つ移動装置に指導映像をス
トリーミングするように構成され、指導映像は薬剤装置の認可ラベルに従って薬剤装置を
使用するための指導を提供する。
【００２０】
　様々な実施形態において、アプリケーションサーバは、薬剤装置からスキャンされた有
効期限日及びロット番号並びに連絡先情報を含む登録情報を移動装置から受信し、連絡先
情報と関連して登録情報を記憶し、且つイベント及び連絡先情報に基づいて移動装置に通
知を送信するように更に構成される。
【００２１】
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　様々な実施形態において、イベントは、薬剤装置の有効期限及び薬剤装置のリコールの
一方である。
【００２２】
　様々な実施形態において、アプリケーションサーバは、移動装置から薬剤装置の位置情
報を周期的に受信し、薬剤装置に対する位置情報でデータベースを更新し、第２の装置か
ら位置情報に対する要求を受信し、登録情報に基づいて薬剤装置に対する位置情報へのア
クセスが第２の装置に許可されるかどうかを決定し、且つ第２の装置が位置情報へのアク
セスを許可されることに応じて第２の装置に位置情報を含む薬剤装置情報を提供するよう
に更に構成される。
【００２３】
　本明細書に記載の様々な例示の実施形態は、移動装置により薬剤装置の状態を追跡する
方法に関し、この方法は、移動装置により、薬剤装置に関する情報を受信するステップで
あって、情報は位置情報及び有効期限情報を含むステップと、移動装置の現在地を決定す
るステップと、現在地と位置情報との比較に基づいて、薬剤装置が移動装置から既定の距
離内に有ることを決定するステップと、受信した有効期限情報に基づいて、薬剤装置が有
効期限イベントに現在関係付けられていることを決定するステップと、移動装置のユーザ
に、複数の異なるアプリケーションからの通知を出力するように構成される移動装置のオ
ペレーティングシステム要素を介して、薬剤装置が移動装置から既定の距離内に有ること
及び薬剤装置が有効期限イベントに現在関係付けられていることを決定することに応じて
、有効期限イベントを示す有効期限アラームを出力するステップと、ユーザから、地理領
域の地図を表示する要求を受信するステップと、移動装置により及び非オペレーティング
システムアプリケーションを介して、地理領域の地図を表示するステップと、地図上にア
ラートアイコンを表示するステップであって、地図上のアイコンの位置は受信した位置情
報に基づくステップとを含む。
【００２４】
　本明細書に記載の様々な例示の実施形態は、移動装置により薬剤装置の状態を追跡する
方法に関し、この方法は、移動装置により、薬剤装置に関する情報を受信するステップで
あって、情報は位置情報及び有効期限情報を含むステップと、移動装置の現在地を決定す
るステップと、現在地と位置情報との比較に基づいて、薬剤装置が移動装置から既定の距
離内に有ることを決定するステップと、受信した有効期限情報に基づいて、薬剤装置が有
効期限イベントに現在関係付けられていることを決定するステップと、移動装置のユーザ
に、複数の異なるアプリケーションからの通知を出力するように構成される移動装置のオ
ペレーティングシステム要素を介して、薬剤装置が移動装置から既定の距離内に有ること
及び薬剤装置が有効期限イベントに現在関係付けられていることを決定することに応じて
、有効期限イベントを示す有効期限アラームを出力するステップと、ユーザから、地理領
域の地図を表示する要求を受信するステップと、移動装置により及び非オペレーティング
システムアプリケーションを介して、地理領域の地図を表示するステップと、地図上にア
ラートアイコンを表示するステップであって、地図上のアイコンの位置は受信した位置情
報に基づくステップとを含む。
【００２５】
　本明細書に記載の実施形態は、薬剤装置の状態を追跡するために移動装置により実行さ
れる命令が符号化された非一時的な機械可読記憶媒体に関し、この媒体は、移動装置によ
り、薬剤装置に関する情報を受信する命令であって、情報は位置情報及び有効期限情報を
含む命令と、移動装置の現在地を決定する命令と、現在地と位置情報との比較に基づいて
、薬剤装置が移動装置から既定の距離内に有ることを決定する命令と、受信した有効期限
情報に基づいて、薬剤装置が有効期限イベントに現在関係付けられていることを決定する
命令と、移動装置のユーザに、複数の異なるアプリケーションからの通知を出力するよう
に構成される移動装置のオペレーティングシステム要素を介して、薬剤装置が移動装置か
ら既定の距離内に有ること及び薬剤装置が有効期限イベントに現在関係付けられているこ
とを決定することに応じて、有効期限イベントを示す有効期限アラームを出力する命令と
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、ユーザから、地理領域の地図を表示する要求を受信する命令と、移動装置により及び非
オペレーティングシステムアプリケーションを介して、地理領域の地図を表示する命令と
、地図上にアラートアイコンを表示する命令であって、地図上のアイコンの位置は受信し
た位置情報に基づく命令とを含む。
【００２６】
　様々な実施形態が記載されており、ここで移動装置は、薬剤装置及び薬剤装置の包装の
少なくとも１つから情報を光学的に読み取ることによって、薬剤装置に関する情報を受信
する。
【００２７】
　様々な実施形態が記載されており、ここで移動装置は、薬剤装置及び薬剤装置の包装の
少なくとも１つと無線通信することによって、薬剤装置に関する情報を受信する。
【００２８】
　様々な実施形態が記載されており、ここで有効期限情報は有効期限日であり、有効期限
イベントは、薬剤装置の過去の有効期限及び現在の日付から既定の時間内である薬剤装置
の将来の有効期限を含む。
【００２９】
　様々な実施形態が記載されており、ここで移動装置は、通信ネットワークを介して薬剤
装置から位置情報を受信し、それによって移動装置は、薬剤装置が移動装置から離れた位
置に有るときに薬剤装置から位置情報を受信することが可能である。
【００３０】
　様々な実施形態は、移動装置により、通信ネットワークを介して、第２の薬剤装置が活
性化されたことを示す活性化指示を受信すること、活性化指示に基づいてユーザに活性化
アラートを出力することを更に含む。
【００３１】
　様々な実施形態は、第２の薬剤装置と移動装置との間の距離を推定するために有線又は
無線通信を使用して第２の薬剤装置に周期的にポーリングすること、推定された距離に基
づいて、第２の薬剤装置が既定の許容距離よりも移動装置から離れていることを決定する
こと、及び第２の薬剤装置が既定の許容距離よりも移動装置から離れているとの決定に応
じて、装置紛失アラームを出力することを更に含む。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
様々な例示の実施形態をより良く理解するために、添付の図面が参照される。
【図１】例示の電子薬剤装置を示す。
【図２】電子薬剤装置のための例示のネットワーク環境を示す。
【図３】移動装置により行われる例示の方法を示すフローチャートである。
【図４】薬剤を監視する例示の方法を示すフローチャートである。
【図５】薬剤装置追跡アプリケーションを実行する例示のハードウェアシステムを示す。
【図６】薬剤装置追跡アプリケーションのための第１の例示のユーザインターフェースを
示す。
【図７】薬剤装置追跡アプリケーションのための第２の例示のユーザインターフェースを
示す。
【図８】薬剤装置追跡アプリケーションのための第３の例示のユーザインターフェースを
示す。
【図９】薬剤装置追跡アプリケーションのための第４の例示のユーザインターフェースを
示す。
【図１０】薬剤装置追跡アプリケーションのための第５の例示のユーザインターフェース
を示す。
【図１１】薬剤装置追跡アプリケーションのための第６の例示のユーザインターフェース
を示す。
【図１２】薬剤装置追跡アプリケーションのための第７の例示のユーザインターフェース
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を示す。
【図１３】薬剤装置追跡アプリケーションのための第８の例示のユーザインターフェース
を示す。
【図１４】薬剤装置追跡アプリケーションのための第９の例示のユーザインターフェース
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　次に図を参照すると、同様の数字が同様のコンポーネント又はステップを指しており、
様々な例示の実施形態の広範な態様が開示されている。
【００３４】
　図１は、例示の電子薬剤装置１００を示す。電子薬剤装置１００は治療のための薬物を
含んでもよく、この薬物は容器に保存されている。様々な例示の実施形態では、電子薬剤
装置１００は、エピネフリン用の自己注射器、又は容器に保存されている固形薬へのアク
セスを提供するための非自己注射針又は制御アクセスパネル等の他の管理コンポーネント
を含む。薬剤は、緊急事態又は他の病状に対処するための１つ以上の薬剤を含んでもよい
。様々な例示の実施形態では、薬剤装置１００は、エピネフリンを投薬するための自己注
射器であってもよい。適切な自己注射器及び関連する装置及び方法が、米国特許第４，０
３１，８９３号、４，３９４，８６３号、４，４８４，９１０号、４，６４０，６８６号
、４，６７８，４６１号、４，７９５，４３３号、４，８３２，６８２号、５，０８５，
６４１号、５，０９２，８４３号、５，１０２，３９３号、５，３５４，２８６号、７，
４４９，０１２号、及び８，０４８，０３５号に記載されており、これらの全ては本明細
書において参照により全体が組み込まれる。
【００３５】
　薬剤装置１００又は包装１６０は、様々な薬剤情報が刻印されていてもよい。例えば、
薬剤装置１００は、薬剤の名前、有効成分、用量、有効期限、ロットＩＤ、及び製品シリ
アル番号を含んでもよい。薬剤情報は、機械可読式に印刷されていてもよい。例えば、薬
剤情報は、クイックレスポンス（ＱＲ）コード１７０として印刷されていてもよい。また
、薬剤情報は、光学文字認識（ＯＣＲ）を使用して容易に認識される文字列として印刷さ
れていてもよい。包装１６０は、包装内に含まれるに任意の挿入物又はカードと共に箱又
は管等の容器を含んでもよい。その代わりに、薬剤装置１００に含まれる任意の情報が包
装１５０上に位置していてもよいことは明らかである。以下により詳細に記載されるよう
に、薬剤情報は、薬剤装置のメモリ１３０にデジタル的に符号化されていてもよい。
【００３６】
　電子薬剤装置１００は、センサ１１０、ＩＤタグ１２０、メモリ１３０、ディスプレイ
１４０、及びスピーカ１５０を更に含んでもよい。図示されてはいないが、電子薬剤装置
は、例えば、プロセッサ及び／又は追加の通信インターフェース等の追加ハードウェアを
含んでもよい。プロセッサは、図１に示されている１つ以上のこうしたコンポーネントと
相互接続してもよい。このような追加の通信インターフェースは、例えば、ＷｉＦｉ、携
帯電話通信業者ネットワーク、又は衛星を介する通信用のインターフェースを含んでもよ
い。代替的に、追加の通信インターフェースは、有線通信インターフェースを含んでもよ
い。
【００３７】
　センサ１１０は、電子薬剤装置１００の活性化を検出してもよい。センサ１１０は、電
子薬剤装置１００が活性化されると電子回路を閉じる又は開くフランジブル要素を含んで
もよい。センサ１１０は、薬剤の使用に応じてアクションを行うようにＩＤタグ１２０に
信号を提供してもよい。センサ１１０は、薬剤装置１００が使用されることを示すように
メモリ１３０を変更してもよく、使用時間を記録してもよい。
【００３８】
　様々な実施形態において、センサ１１０は温度センサを含んでもよい。温度センサは、
薬物の現在温度を連続的に測定してもよい。温度センサは、現在温度をプロセッサに提供
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して、認可温度と比較してもよい。薬物がエピネフリンである実施形態において、認可温
度の範囲は３０°Ｃであってもよい。現在温度が認可温度の範囲外である場合、ディスプ
レイ１４０又はスピーカ１５０によりアラームが生成されてもよい。
【００３９】
　様々な実施形態において、センサ１１０は、薬剤の色を決定することが可能な比色セン
サを含んでもよい。例えば、センサ１１０は分光光度計であってもよい。薬剤の色は、薬
剤の品質を示してもよい。例えば、薬剤は、劣化してくると透明からピンク又は茶色に変
わってもよい。
【００４０】
　ＩＤタグ１２０は、近距離無線通信用のＲＦＩＤ、ＮＦＣ又は他のタグを含んでもよい
。このようなタグは、パッシブエネルギにより電力を供給され、バッテリを必要としなく
てもよい。様々な実施形態において、ＩＤタグ１２０は、例えば、ブルートゥース（登録
商標）を使用してバッテリ駆動無線送信機を含んでもよい。ＩＤタグ１２０は、電子薬剤
装置１００から、例えば、無線リーダ１４０又はＮＦＣ対応移動装置等の無線リーダに情
報を提供してもよい。ＩＤタグ１２０は、メモリ１３０に接続され又はメモリ１３０を含
んでもよい。様々な実施形態において、ＩＤタグ１２０は、薬剤装置１００ではなく包装
１６０上に位置していてもよい。
【００４１】
　メモリ１３０は、電子薬剤装置１００に関する情報を記憶してもよい。メモリ１３０は
、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）又は電気的消去可能なプログラマブルリードオンリメモ
リ（ＥＥＰＲＯＭ）等の不揮発性メモリを含んでもよい。メモリ１３０に記憶されている
情報は、製造日、有効期限、薬物、用量、指導音声、指導テキスト、他の使用説明、処方
情報、再注文情報、及び緊急連絡情報を含んでもよい。
【００４２】
　ディスプレイ１４０は、ＬＣＤ、ＬＥＤアレイ、又は単一ＬＥＤ等のディスプレイを含
んでもよい。ディスプレイ１４０は、電子薬剤装置１００に関する情報を表示してもよい
。ディスプレイ１４０は、メモリ１３０に記憶されている任意の情報を読み取って表示し
てもよい。例えば、ディスプレイ１４０は、薬物の有効期限を表示してもよい。また、デ
ィスプレイ１４０は、ユーザのための指導を表示してもよい。様々な実施形態において、
ディスプレイ１４０は、薬物の有効期限、薬物の用法、又はケース若しくは移動装置２２
０等の別の装置からの分離等の特定のイベントに応じて特定のメッセージを照らし、点滅
させ、又は表示してもよい。
【００４３】
　スピーカ１５０は音声出力を提供してもよい。例えば、スピーカ１５０は、メモリ１３
０に記憶されている事前に記録された指導を再生してもよい。様々な実施形態において、
ＩＤタグ１２０又は別の通信インターフェース（図示せず）が、スピーカ１５０で再生さ
れる別の装置からの情報をダウンロード又はストリーミングしてもよい。例えば、電子薬
剤装置１００は、移動装置２２０を介して又は直接的に、アプリケーションサーバ２５０
又はリモートオペレータから情報をストリーミングしてもよい。
【００４４】
　様々な実施形態において、電子薬剤装置１００は再利用可能であってもよい。そのため
、電子薬剤装置１００は、薬物及び／又は無菌針を含む使い捨てカートリッジ又はコンポ
ーネントセットを中に入れてもよい。このようなカートリッジ又はコンポーネントセット
は、電子薬剤装置１００又は移動装置２２０に有効期限又は他の情報を伝達するためにそ
れ自体のＲＦＩＤタグ又は他の手段を含んでもよい。
【００４５】
　様々な実施形態において、電子薬剤装置１００のプロセッサ又は他のコンポーネントは
、ユーザ情報又は他の情報に基づいて電子薬剤装置１００の動作を変更してもよい。例え
ば、電子薬剤装置１００は、認可ユーザに処方された用量に基づいて異なる用量を提供し
てもよい。別の例示として、ユーザは、患者の体重、身長及び／又は体格指数（ＢＭＩ）
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を電子薬剤装置１００のキーパッドに入力し、又は情報を移動装置２２０に入力してユー
ザ情報を薬剤装置１００に無線で送信してもよい。次に、プロセッサは、入力要素に基づ
いて適切な用量を計算し且つ投与してもよい。別の例示として、プロセッサは、ユーザが
このような投与を認可されない場合、薬物投与を防ぎ又は無効にしてもよい。
【００４６】
　図２は、電子薬剤装置１００のための例示のネットワーク環境２００を示す。電子薬剤
装置１００は、ネットワーク環境２００の様々な要素と相互作用して、緊急アクセス及び
強化機能を提供してもよい。ネットワーク環境２００は、ネットワーク２０５、ＧＰＳ衛
星２１０、移動装置２２０、移動基地局２２５、無線ルータ２３０、医療サーバ２４０、
中央コントロール２５０、及び緊急サービス２６０を含んでもよい。
【００４７】
　ネットワーク２０５は、情報を伝達するためのデジタルネットワークであってもよい。
例えば、ネットワーク２０５はインターネットであってもよい。ネットワーク２０５は、
様々なエンドユーザと装置との間で情報を送信してもよい。また、ネットワーク２０５は
、電話ネットワークを含んでもよい。
【００４８】
　ＧＰＳ衛星２１０は、電子薬剤装置１００、移動装置２２０及び他の装置がそれぞれの
物理的位置を決定することを可能にしてもよい。ＧＰＳ衛星２１０は、信号をブロードキ
ャストする地球同期衛星であってもよい。ＧＰＳ対応装置は、位置を決定するために複数
の衛星からの信号を使用してもよい。様々な実施形態において、ＧＰＳ衛星２１０は、地
上位置システム（ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）を含むか
又はそれに置換されてもよい。例えば、装置の物理的位置を検出するためにＷｉＦｉアク
セスポイントが使用されてもよい。
【００４９】
　移動装置２２０は、アプリケーションを実行し且つ通信を行うことが可能なスマートフ
ォン、タブレットコンピュータ、ラップトップ又は任意の他のコンピュータ装置等の装置
であってもよい。様々な実施形態において、移動装置２２０は、ローカルネットワーク及
び移動ネットワークと共に近距離無線プロトコルを使用して通信することができるＮＦＣ
対応携帯電話である。特に、移動装置２２０は、移動基地局２２５を使用して移動ネット
ワークと通信してもよい。移動装置２２０は、ＧＰＳ等の位置検出サービスを含んでもよ
い。
【００５０】
　移動装置２２０は、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ又は他の無線通信を使用して電子薬剤装置１００
と相互作用してもよい。移動装置２２０は、薬剤装置１００に印刷されている又はメモリ
１３０に記憶されている薬剤情報を読み取ってもよい。例えば、移動装置２２０は、ＱＲ
コード（登録商標）又は印刷文字列を読み取るように構成されるカメラ及びアプリケーシ
ョンを含んでもよい。また、移動装置２２０は、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ又はブルートゥース等
の近距離無線プロトコルを使用してメモリ１３０からデータを読み取ってもよい。また、
近距離無線通信は、薬剤装置１００の存在を決定するために移動装置２２０により使用さ
れてもよい。例えば、移動装置２２０は、薬剤装置１００の周期的な読み取りを試行して
、移動装置２２０が薬剤装置１００を読み取ることができない場合に薬剤装置１００が存
在しないことを決定してもよい。
【００５１】
　移動装置２２０は、電子薬剤装置１００と相互作用するための専用アプリケーションを
含んでもよい。移動装置２２０は、ＩＤタグ１２０を介してメモリ１３０にアクセスして
、データを読み書きしてもよい。移動装置２２０は、電子薬剤装置１００の変化を検出し
て、それに応じてアクションを行ってもよい。例えば、移動装置２２０は、電子薬剤装置
１００が活性化されたことを検出してもよい。移動装置２２０は、自動的に緊急サービス
２６０に連絡して、ユーザが緊急隊員と話すことができるようにするか、又は移動装置２
２０は、患者を治療するために薬剤が活性化されたことを示す事前に記録されたメッセー
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ジを緊急サービス２６０に提供してもよい。また、移動装置２２０は、緊急隊員が患者を
見つけることができるようにＧＰＳ情報に基づく位置を提供してもよい。また、アプリケ
ーションは、追加の薬剤関連情報及びサービスを提供するためにサーバ２５０と相互作用
してもよい。例えば、アプリケーションは、疾患情報及びニュース、薬剤登録、リマイン
ダ、製品アクセサリ情報、薬剤挿入及び患者情報、及び地域アレルギー情報を提供しても
よい。
【００５２】
　ＩＤタグ１２０は、電子薬剤装置１００が移動装置２２０の近接内に有るかどうかを決
定するために使用されてもよい。ＩＤタグ１２０は、周期的にポーリングし、又は移動装
置２２０の無線リーダにより周期的にポーリングされてもよい。予測されたときにポーリ
ングが発生しない場合又は移動装置が応答しない場合、電子薬剤装置１００はアラートを
生成してもよい。例えば、電子薬剤装置１００は、スピーカ１５０から音声を再生しても
よく、又はユーザに警告するためにディスプレイ１４０を点滅させてもよい。アラートは
、緊急の場合に薬剤を手の届くところに保持することをユーザに思い出させてもよい。ま
た、移動装置２２０は、電子薬剤装置１００が検出されない場合にアラートを生成しても
よい。移動装置２２０は、ユーザが特定の場所に出入りするたびに電子薬剤装置１００の
存在を確認するように構成されてもよい。例えば、移動装置２２０は、ユーザが電子薬剤
装置を持たずに家を出る場合にアラートを生成してもよい。
【００５３】
　様々な実施形態において、ＩＤタグ１２０は、電子薬剤装置１００を能動的に検索する
ために使用されてもよい。移動装置２２０は、ユーザにより活性化されるとＩＤタグ１２
０に信号を送信するように構成されてもよい。信号は、ＩＤタグ１２０により受信されて
、スピーカ１５０に可聴音声を生成させてもよい。音声の音量又はピッチは、受信信号の
強度によって変化してもよい。代替的に、移動装置２２０は、パッシブＲＦＩＤタグ等の
ＩＤタグ１２０により反射される信号を検出してもよい。移動装置２２０は、可聴音声を
再生して、反射信号の強度によって音量又はピッチを変化させてもよい。
【００５４】
　また、移動装置２２０は緊急連絡先に連絡してもよい。例えば、移動装置２２０は、電
子薬剤装置１００が使用されるか又は何らかの他のアラートを生成する場合に、メモリ１
３０又は移動装置２２０内に記憶されている任意の緊急連絡先にＥメールし、メッセージ
を送り、又は電話してもよい。移動装置２２０は、時刻又は他の利用可能な情報に基づい
て連絡先を選択してもよい。
【００５５】
　薬剤の期限切れ又は薬剤の活性化を検出すると、移動装置２２０は、交換薬剤の注文を
開始してもよい。移動装置２２０は、コントロールセンタ２５０又は医療サーバ２４０に
注文を送信してもよい。注文は、患者及び処方箋情報を含んでもよい。医療サーバ２４０
は、処方箋が再使用を含むかどうか、処方箋無しで交換が許されるかどうか、又は患者が
薬剤に対する有効な若しくは継続的な処方箋を有するかどうかを決定してもよい。医療サ
ーバ２４０は、処方箋が認可される場合に自動的に注文を履行してもよい。代替的に、医
療サーバ２４０は、新しい処方箋のために、及び薬剤の配備に関して追跡調査するために
患者の医者に予約をしてもよい。
【００５６】
　無線ルータ２３０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及びインターネットへの
接続を提供する無線ルータであってもよい。無線ルータ２２０は、電子薬剤装置１００及
び移動装置２２０にアクセスされてもよい。従って、無線ルータ２２０は、データを送受
信するためにこうした装置にインターネットアクセスを提供してもよい。
【００５７】
　医療サーバ２４０は、医療提供者、健康保険提供者、又は政府健康機関により運営され
るサーバであってもよい。医療サーバ２４０は、患者情報を記憶してもよい。医療サーバ
２４０は、患者の移動装置２２０、コントロールセンタ２５０及び緊急サービス２６０等
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の認可装置に患者情報を提供してもよい。医療サーバ２４０は、電子薬剤装置１００、移
動装置２２０、及びコントロールセンタ２５０からの特定のメッセージを受信して処理す
るように構成されてもよい。例えば、医療サーバ２４０は、処方箋を確認して再処方を注
文するように構成されてもよい。
【００５８】
　アプリケーションサーバ２５０は、薬剤製造業者又は他のサードパーティにより運営さ
れるコンピュータサーバであってもよい。アプリケーションサーバ２５０は、移動装置で
実行されるダウンロード可能なアプリケーションを提供してもよい。また、アプリケーシ
ョンサーバ２５０は、ダウンロード可能なアプリケーション及び／又はウェブアプリケー
ションのサポートを提供してもよい。アプリケーションサーバ２５０は、薬剤装置１００
に登録することを選択する患者により提供される登録薬剤情報のデータベースを含んでも
よい。アプリケーションサーバ２５０は、アプリケーションを介してアクセス可能な様々
なサービスを提供してもよい。アプリケーションサーバ２５０は、移動装置にダウンロー
ド又はストリーミングされ得る指導音声及び／又は映像を提供してもよい。アプリケーシ
ョンサーバ２５０は、登録された薬剤装置に基づいて移動装置に情報を提供してもよい。
例えば、アプリケーションサーバ２５０は、有効期限を追跡して、接近している有効期限
の通知を提供してもよい。様々な実施形態において、アプリケーションサーバ２５０は、
登録ユーザが登録薬剤装置の最後に知られていた物理的位置を追跡することを可能にする
追跡システムを提供してもよい。
【００５９】
　電子薬剤装置１００は、同様に、様々な使用に関するデータを処理し得るアプリケーシ
ョンサーバ２５０に使用情報を提供してもよい。例えば、アプリケーションサーバ２５０
は、移動装置２２０等の移動装置上で実行されているアプリケーションに処理された使用
データを提供してもよい。このようなアプリケーションは、例えば、ユーザが電子薬剤装
置１００及び／又は他の電子薬剤装置１００を投与した場所を示す地図を提供してもよい
。また、このようなアプリケーションは、位置情報を含む、電子薬剤装置１００がいつ使
用されたかについてのリアルタイムアラートを提示することもできる。また、アプリケー
ションは、イベントリスト及びグラフ等の電子薬剤装置１００の使用イベントの履歴デー
タ及び分析を提供してもよい。別の例示として、アプリケーションサーバ２５０は、薬剤
装置１００の廃棄及び／又はリサイクルを追跡してもよい。廃棄又はリサイクル施設は、
薬剤装置１００からロットＩＤ及び製品シリアル番号を含む薬剤情報をスキャンしてもよ
い。廃棄又はリサイクル施設は、登録薬剤装置１００との照合のためにアプリケーション
サーバ２５０及び／又は医療サーバ２４０にスキャンされた薬剤情報を送信してもよい。
【００６０】
　図３は、移動装置２２０により行われる例示の方法３００を示すフローチャートである
。移動装置２２０は、移動装置２２０のプロセッサ及び他のコンポーネントに方法３００
のステップを行わせ得るように構成されるアプリケーションを含んでもよい。方法３００
は、ステップ３０５で開始して、ステップ３１０に進んでもよい。
【００６１】
　ステップ３１０において、移動装置２２０は、薬剤装置１００から薬剤情報を読み取っ
てもよい。様々な実施形態において、移動装置２２０は、カメラを使用して、薬剤装置１
００又はその包装の写真を撮ってもよい。例えば、ユーザは、有効期限、ロット番号及び
シリアル番号の写真を撮るか、又はＱＲコードの写真を撮ってもよい。移動装置２２０は
、薬剤情報を決定するために写真を分析してもよい。また、移動装置２２０は、分析のた
めに写真をアプリケーションサーバ２５０に転送してもよい。様々な実施形態において、
移動装置２２０は、メモリ１３０から薬剤情報を読み取ってもよい。
【００６２】
　ステップ３１５において、移動装置２２０は、ユーザが薬剤装置１００の登録を希望す
るかどうかを決定してもよい。移動装置２２０は、登録の利益の説明、登録するオプショ
ンを提供するユーザインターフェースを提示してもよい。また、ユーザインターフェース
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は、ユーザが連絡先情報を入力するか又は薬剤情報を手動で入力する機能を提供してもよ
い。ユーザが薬剤装置１００を登録することを選択する場合、方法３００はステップ３２
０に進んでもよい。ユーザが薬剤装置１００を登録しないことを選択する場合、方法３０
０はステップ３５０に進んでもよい。
【００６３】
　ステップ３２０において、移動装置２２０は、サーバに薬剤情報を送信してもよい。移
動装置２２０は、薬剤装置１００、包装、及び／又はメモリ１３０から読み取られる薬剤
情報を送信してもよい。また、移動装置２２０は、ユーザにより入力されるユーザ情報を
送信してもよい。様々な実施形態において、ユーザは、新しい薬剤装置１００によって既
存の登録を更新してもよい。従って、サーバ１５０は、既にユーザ情報を有していてもよ
く、ユーザ識別子のみが薬剤情報と共に送信されてもよい。様々な実施形態において、移
動装置２２０は、アプリケーションサーバ２５０に加えて医療サーバ２４０に薬剤情報を
送信してもよい。例えば、政府健康機関が薬剤情報を収集してもよい。また、アプリケー
ションサーバ２５０は、医療サーバ２４０に薬剤情報を転送してもよい。
【００６４】
　ステップ３２５において、移動装置２２０は、ユーザが位置追跡サービスの登録を希望
するかどうかを決定してもよい。以下でより詳細に記載されるように、位置追跡サービス
は、薬剤装置１００の位置を監視して、それが無くなった又は活性化された場合にユーザ
が装置１００を見つけるのを支援してもよい。移動装置２２０は、薬剤装置１００を追跡
するために使用され得る追加の移動装置２２０の電話番号等の薬剤装置１００の位置の追
跡に役立つ追加情報の入力をユーザに促してもよい。追加の移動装置２２０は、例えば、
薬剤装置１００を処方されている子供により通常持ち運ばれる移動装置であってもよい。
ユーザが位置追跡を使用可能にする場合、方法３００はステップ３３０に進んでもよい。
ユーザが位置追跡を止める場合、方法３００はステップ３４０に進んでもよい。
【００６５】
　ステップ３３０において、移動装置２２０は、薬剤装置の存在を確認してもよい。様々
な実施形態において、移動装置２２０は、薬剤装置をポーリングするためにブルートゥー
ス等の近距離無線通信プロトコルを使用してもよい。
【００６６】
　薬剤装置１００が存在する場合、移動装置２２０は、薬剤装置１００との接続を確立し
て、追加情報を受信してもよい。
【００６７】
　ステップ３３５において、移動装置２２０は、サーバ１５０に薬剤装置１００の位置を
報告してもよい。ステップ３３０において移動装置２２０が薬剤装置１００の存在を検出
した場合、移動装置は、薬剤装置１００の位置として移動装置２２０の位置を報告しても
よい。薬剤装置１００が検出されない場合、移動装置２２０は、紛失中の薬剤装置の位置
が知られていないことを報告するか又は薬剤装置１００の最後に知られていた位置を報告
してもよい。
【００６８】
　ステップ３４０において、移動装置２２０は、ユーザが薬剤装置２２０に関するリマイ
ンダの受信を希望するかどうかを決定してもよい。移動装置２２０は、利用可能なリマイ
ンダに関する情報を表示するユーザインターフェースを提示してもよい。移動装置のユー
ザは、受信したいリマインダを選択してもよい。薬剤装置に関する例示のリマインダは、
期限が切れた薬剤装置を交換するためのリマインダ、指導を検討するためのリマインダ、
新しい処方箋を取得するためのリマインダ、医学検査を行うためのリマインダ、及び薬剤
装置から周期的に服用するためのリマインダを含んでもよい。移動装置２２０は、選択さ
れたリマインダをサーバ１５０に送信してもよく、これはリマインダに関連するイベント
を監視してもよい。ステップ３４５において、移動装置２２０は、薬剤情報に基づいてサ
ーバ１５０からリマインダを受信してもよい。様々な実施形態において、リマインダは、
ＳＭＳ（ｓｉｍｐｌｅ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）、Ｅメール、又はアプリ
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ケーションに基づくメッセージングシステムを介して受信されてもよい。
【００６９】
　ステップ３５０において、移動装置２２０は、ユーザが指導の受信を希望するかどうか
を決定してもよい。ユーザは、アプリケーション内のボタンを選択することによって指導
を受信する要求を示してもよい。様々な実施形態において、移動装置２２０は、ユーザが
ＱＲコードをスキャンすること又は薬剤装置の写真を撮ることに基づいて自動的に指導を
要求してもよい。ユーザが指導の受信を要求する場合、方法３００はステップ３５５に進
んでもよい。ユーザが指導の受信を要求しない場合、方法３００はステップ３６０に進ん
でもよい。ステップ３５５において、移動装置２２０は、サーバ２５０から指導を要求し
てもよい。要求は、薬剤装置１００を識別する情報を含んでもよい。様々な実施形態にお
いて、要求は、薬剤装置１００の名前又は識別子のみを含み、ロット番号、製品シリアル
番号、又は有効期限等の特定の情報を含まなくてもよい。ステップ３５５において、移動
装置２２０は、サーバ２５０から指導を受信してもよい。指導は、アプリケーションサー
バ２４０からストリーミングされる映像の形態であってもよい。また、指導は、音声又は
書面での指導を含んでもよい。
【００７０】
　ステップ３６０において、移動装置２２０は、ユーザが薬剤装置１００に関するニュー
スの受信を希望するかどうかを決定してもよい。ユーザは、アプリケーション内のボタン
を選択することによってニュースを受信する要求を示してもよい。ユーザがニュースの受
信を要求する場合、方法３００はステップ３６５に進んでもよい。ユーザがニュースの受
信を要求しない場合、方法３００はステップ３７０に進んでもよい。ステップ３６５にお
いて、移動装置２２０は、サーバ２５０からニュースの更新を受信してもよい。ニュース
の更新は、識別された薬剤装置に基づいて移動装置２２０にプッシュされてもよい。
【００７１】
　ステップ３７０において、移動装置２２０は、ユーザが薬剤装置１００の追跡を要求す
るかどうかを決定してもよい。追跡サービスは、薬剤装置をサーバ２５０に登録すること
を必要としてもよい。ユーザは、アプリケーション内のボタンを選択することによって薬
剤装置を追跡する要求を示してもよい。様々な実施形態において、薬剤装置１００の追跡
は、装置に関するイベントに応じてアプリケーションサーバ２５０により開始されてもよ
い。例えば、登録された薬剤装置１００の使用は、患者の移動装置によりアプリケーショ
ンサーバ２５０に報告されてもよい。次に、アプリケーションサーバ２５０は、患者の装
置又は他の緊急連絡先等の別のユーザ装置２２０に通知をプッシュして、追跡情報を提供
してもよい。ユーザが薬剤装置１００を追跡することを要求する場合、方法３００はステ
ップ３７５に進んでもよい。ユーザが薬剤装置１００を追跡することを要求しない場合、
方法３００はステップ３９０に進んでもよく、方法３００は終了する。
【００７２】
　ステップ３７５において、移動装置２２０は、位置情報を含む登録薬剤装置１００に関
する情報を取得してもよい。移動装置２２０は、登録ユーザのみが薬剤装置の情報へのア
クセスを有することを確実にするために、パスワードを入力すること又は他のセキュリテ
ィ動作を行うことをユーザに要求してもよい。移動装置２２０は、ユーザに登録された薬
剤装置１００のリストを提示してもよく、又は全ての登録薬剤装置に関する情報を要求し
てもよい。アプリケーションサーバ２５０は、要求を受信して、データベースから薬剤装
置の情報を抽出してもよい。また、アプリケーションサーバ２５０は、現在の薬剤装置の
情報に関して登録薬剤装置に関係付けられる他の移動装置をポーリングすることによって
、薬剤装置の位置を更新しようとしてもよい。
【００７３】
　移動装置２２０は、サーバ２５０から薬剤情報を受信してもよい。薬剤情報は、例えば
、経度及び緯度座標又は所在地住所であり得る位置を含んでもよい。また、薬剤情報は、
薬剤装置の現在温度、薬剤装置の最後の使用時間、及び薬剤装置に残っている投与回数等
の情報を含んでもよい。ステップ３８０において、移動装置２２０は、ユーザに薬剤装置
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の情報を地図として提示してもよい。地図は、移動装置２２０の現在地と共に薬剤装置１
００の現在地を示してもよい。様々な実施形態において、例示の方法３００は、複数の独
立した方法として実装され得ることが明らかであろう。例えば、ステップ３１０－３４５
は登録方法として実装されてもよく、一方でステップ３５０－３８０は別の動作方法とし
て実装されてもよい。追加の実装の詳細及び修正が明らかである。
【００７４】
　図４は、薬剤を監視する例示の方法４００を示すフローチャートである。方法４００は
、電子薬剤装置１００と通信する移動装置２２０により行われてもよい。方法４００は、
図３に示された方法３００のステップ３３０として行われてもよい。
【００７５】
　方法４００は、ステップ４０５で開始して、ステップ４１０に進んでもよい。ステップ
４１０において、移動装置２２０は、その位置を決定してもよい。様々な実施形態におい
て、移動装置２２０は、方法を進めるかどうかを決定するために位置を使用してもよい。
例えば、移動装置２２０は、移動装置２２０が指定された位置にある場合に方法を中断し
てもよく、又は移動装置２２０は位置の変化が検出されるまで方法を遅らせてもよい。
【００７６】
　ステップ４１５において、移動装置２２０は、近くの任意の電子薬剤装置を検出しても
よい。移動装置２２０は、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ、ブルートゥース又は別の近距離プロトコル
を使用して、薬剤装置における近くのタグ１２０をポーリングしてもよい。移動装置２２
０は、移動装置２２０により知られている識別子を有する１つ以上の特定の電子薬剤装置
をポーリングするように構成されてもよい。ステップ４２０において、移動装置２２０は
、電子薬剤装置１００が存在するかどうかを決定してもよい。薬剤装置が存在しない場合
、方法はステップ４２５に進んでもよい。薬剤装置が検出される場合、方法はステップ４
３０に進んでもよい。
【００７７】
　ステップ４２５において、移動装置２２０は、アラームを生成してもよい。アラームは
、検出されなかった任意の特定の薬剤装置を示してもよい。アラームは、名前により又は
それが治療する症状により薬剤装置を識別するメッセージを含んでもよい。移動装置が頻
繁に方法４００を行う場合、薬剤装置は近くに有るが、近距離無線プロトコルの範囲外で
ある可能性が高い。従って、ユーザは薬剤装置を取得することを思い出させられてもよい
。また、移動装置２２０は、別の移動装置へのメッセージを生成してもよい。例えば、移
動装置２２０は、薬剤装置１００が移動装置２２０から分離したことを示すＳＭＳメッセ
ージ又はＥメールを患者、保護者又は他の緊急連絡先に送信してもよい。次に、方法４０
０は、ステップ４６０に進んでもよく、そこで方法は終了する。
【００７８】
　ステップ４３０において、移動装置２２０は、薬剤装置１００からデータを受信しても
よい。移動装置２２０は、メモリ１３０からデータを読み込むためにリードコマンドを送
信してもよい。様々な実施形態において、装置１００が活性化されたことをセンサ１１０
が決定すると、移動装置２２０は、電子薬剤装置１００からデータを受信してもよい。ス
テップ４３５において、移動装置２２０は、電子薬剤装置１００が使用されたかどうかを
決定してもよい。移動装置２２０は、センサ１１０の状態を決定するか又はステップ４３
０で受信したデータを解析してもよい。薬剤装置が使用されている場合、方法はステップ
４４０に進んでもよい。薬剤装置が使用されていない場合、方法はステップ４５０に進ん
でもよい。
【００７９】
　ステップ４４０において、移動装置２２０は、移動装置の現在地を記録してもよい。移
動装置の位置は、装置が使用された位置を特定するために使用されてもよい。ステップ４
４５において、移動装置２２０は、緊急連絡先を通知してもよい。移動装置２２０は、例
えば、９１１に電話をかけて、緊急サービス２６０に連絡してもよい。移動装置２２０は
、アナフィラキシー又は別の病状に苦しんでいるユーザが緊急係員と話すことができるよ
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うにスピーカフォンをオンにしてもよい。移動装置２２０が任意の音声入力を受信しない
場合、移動装置２２０は、電子薬剤装置が記憶されている位置で活性化されたことを示す
記録メッセージを再生してもよい。また、移動装置２２０は他の人々に連絡してもよい。
例えば、移動装置２２０は、移動装置２２０又はメモリ１３０に記憶されている緊急連絡
先に電話し、Ｅメール又はメッセージを送信してもよい。
【００８０】
　ステップ４５０において、移動装置２２０は、電子薬剤装置１００の期限が切れている
かどうかを決定してもよい。移動装置２２０は、電子薬剤装置１００から受信した有効期
限と現在の日付とを比較してもよい。また、様々な実施形態において、移動装置２２０は
、薬剤の品質を読み取る機能を有してもよい。例えば、移動装置２２０は、薬剤装置１０
０においてセンサ１１０から情報を読み取ってもよい。センサ１１０は、例えば、薬剤装
置１００が不適切な温度で保管されたか又は色などの特性を変化させた場合に、薬剤の期
限が早期に切れたことを決定してもよい。様々な実施形態において、移動装置２２０は、
製品の品質を決定することが可能であってもよい。例えば、移動装置のカメラは、薬剤の
色を測定するために分光光度計として機能してもよい。代替的に、移動装置２２０は、分
光光度計の分析のためにアプリケーションサーバ２５０に薬剤装置の写真を送信してもよ
い。薬剤装置１００は、分光光度計の分析を支援するために透明窓及び着色マーキングを
含んでもよい。移動装置２２０は、薬剤が所定の特性を示す場合に薬剤の期限が早期に切
れたことを決定してもよい。薬剤装置の期限が切れている場合、方法はステップ４５５に
進んでもよい。薬剤装置の期限が切れていない場合、方法はステップ４５０に進んでもよ
い。
【００８１】
　ステップ４５５において、移動装置４５５は電子薬剤装置を補充するか又は交換するた
めの注文を開始してもよい。移動装置２２０は、コントロールセンタ２５０及び／又は医
療サーバ２４０に注文を送信してもよい。次に、方法３０４はステップ４６０に進んでも
よい。
【００８２】
　ステップ４６０において、移動装置２２０は、薬剤装置２２０に関する情報でアプリケ
ーションサーバ２５０を更新してもよい。アプリケーションサーバ２５０は、更新された
情報を使用して、登録薬剤装置に関係付けられている他のユーザに最新情報を提供しても
よい。例えば、更新された情報は、上記の追跡サービスを提供するために使用されてもよ
い。また、更新された情報は、アレルギー及び喘息アラート等の地域の病状に関する通知
を生成するためにアプリケーションサーバ２５０により使用されてもよい。アプリケーシ
ョンサーバ２５０は、同じ病状を治療するために薬剤装置を登録したユーザにニュース等
のアラートを提供してもよい。方法４００は、ステップ４７０に進んでもよく、そこで方
法は終了する。
【００８３】
　図５は、薬剤装置追跡アプリケーションを実行するための例示のハードウェアシステム
５００を示す。例示の装置５００は、図２の移動装置２２０に対応してもよい。図示のよ
うに、装置５００は、１つ以上のシステムバス５１０を介して相互接続されるプロセッサ
５２０、メモリ５３０、ユーザインターフェース５４０、ネットワークインターフェース
５５０、及び記憶装置５６０を含む。図５は幾つかの点で抽象化された構成を有しており
、装置５００のコンポーネントの実際の機構は例示よりも複雑であり得ることが理解され
るであろう。
【００８４】
　プロセッサ５２０は、メモリ５３０又は記憶装置５６０に記憶された命令を実行するこ
とが可能な任意のハードウェア装置であってもよい。そのため、プロセッサは、マイクロ
プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、又は他の類似の装置を含んでもよい。
【００８５】
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　メモリ５３０は、例えば、Ｌ１、Ｌ２若しくはＬ３キャッシュ又はシステムメモリ等の
様々なメモリを含んでもよい。そのため、メモリ５３０は、スタティック・ランダム・ア
クセス・メモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、リ
ードオンリメモリ（ＲＯＭ）、又は他の類似のメモリ装置を含んでもよい。
【００８６】
　ユーザインターフェース５４０は、装置５００のユーザとの相互作用を可能にするため
の様々なハードウェアを含んでもよい。例えば、ユーザインターフェース５４０は、タッ
チスクリーンディスプレイ、スピーカ、及びマイクロホンを含んでもよい。一部の実施形
態では、ユーザインターフェース５４０は、モニタ、キーボード及びマウスを含んでもよ
い。ユーザ入力／出力ハードウェアの様々な代替のセットも明らかであろう。
【００８７】
　ネットワークインターフェース５５０は、他のハードウェア装置との通信を可能にする
ための１つ以上の装置を含んでもよい。また、ネットワークインターフェース５５０は、
無線通信媒体を介してこのような通信を可能にするために１つ以上の無線インターフェー
ス５５５を含んでもよい。例えば、無線インターフェース５５０は、１つ以上のアンテナ
、様々なスキームに従う信号復調が可能な受信回路、様々なスキームに従う信号変調が可
能な送信回路、及び１つ以上のプロトコルスタックを含んでもよい。無線インターフェー
ス５５５は、例えば、ＷｉＦｉ、３Ｇ、４Ｇ、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ又はブルートゥース等の
１つ以上の無線プロトコルによる通信を提供してもよい。このような通信は、ハードウェ
ア５００と薬剤装置等の別の装置との間で直接行われてもよく、又はインターネット等の
中間装置のネットワークを介して行われてもよい。
【００８８】
　記憶装置５６０は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ装置、又は類似の記憶媒体
等の１つ以上の機械可読記憶媒体を含んでもよい。
【００８９】
　例えば、記憶装置５６０は、システム５００及びシステムで実行中のアプリケーション
に様々な基本機能を提供するためにオペレーティングシステム命令５６１を記憶してもよ
い。オペレーティングシステム機能の例として、オペレーティングシステム命令は、可聴
アラーム及び視覚アラーム等の様々なタイプのアラートを出力するための基本的な入出力
機能を提供してもよい。一部の実施形態では、オペレーティングシステムは、装置５００
のディスプレイが活性化されている間に常に見える通知バー又は通知を出力するための他
の要素を提供してもよく、様々な異なるアプリケーションに関係付けられるアイコン又は
他の通知を提供する。
【００９０】
　また、記憶装置５６０は、薬剤追跡アプリケーションを提供するために追跡アプリケー
ション命令５６２を記憶してもよい。特に、追跡アプリケーション命令５６２は、様々な
薬剤装置又は移動装置に対して本明細書に記載の機能の任意の組み合わせを実装してもよ
い。例えば、追跡アプリケーション命令は、薬剤の有効期限、装置の活性化、又は紛失し
た装置等のイベントに基づいて装置５００のユーザに様々なアラームを出力するように構
成されてもよい。上記に照らせば追跡アプリケーション命令５６２のための様々な他の機
能も明らかであろう。様々な機能を容易にするために、追跡アプリケーション命令５６２
は、一部の実施形態では、装置５００と１つ以上の薬剤装置との間で様々な形態の通信を
提供するために薬剤装置通信命令５６３を含んでもよい。例えば、薬剤装置通信命令５６
３は、薬剤装置又は包装から有効期限又は他の情報を光学的に読み取ること、薬剤装置又
は包装からこのような情報を無線で読み取ること、薬剤装置又は包装の近接性をポーリン
グすること、又はインターネット等のネットワークを介して薬剤装置又は包装から位置情
報又は他の情報を受信することを可能にしてもよい。薬剤装置又は包装との様々な他の形
態の通信も明らかであろう。
【００９１】
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　また、記憶装置５６０は、追跡アプリケーション命令５６２により使用される様々なデ
ータを記憶してもよい。例えば、記憶装置５６０は、様々な登録された個人に関するプロ
ファイル情報５６４を記憶してもよい。プロファイル情報５６４は、名前、アレルギー、
処方された薬剤装置、又は緊急連絡先情報等の情報を含んでもよい。また、記憶装置５６
０は、例えば、装置識別子、関連するプロファイル、有効期限、又は位置情報等の薬剤装
置情報５６５を記憶してもよい。
【００９２】
　記憶装置５６０に記憶されていると記載された様々な情報は追加的に又は代替的にメモ
リ５３０に記憶されてもよいことが明らかであろう。この点では、メモリ５３０は「記憶
装置」を構成すると見なされてもよい。様々な他の構成も明らかであろう。更に、メモリ
５３０及び記憶装置５６０は共に、「非一時的な機械可読媒体」と見なされてもよい。本
明細書で用いられる場合、「非一時的」という用語は、一時的な信号を除外するが、揮発
性及び不揮発性メモリの両方を含む全ての形態の記憶装置を含むと理解されるであろう。
【００９３】
　装置５００は記載された各コンポーネントの１つを含むように示されているが、様々な
コンポーネントが様々な実施形態において重複してもよい。例えば、プロセッサ５２０は
、本明細書に記載の方法を独立して実行するように構成される、又は本明細書に記載の機
能を達成するために複数のプロセッサが協働するように本明細書に記載の方法のステップ
又はサブルーチンを行うように構成される複数のマイクロプロセッサを含んでもよい。
【００９４】
　図６は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第１の例示のユーザインターフェース
６００を示す。ユーザインターフェース６００は、例えば、薬剤追跡アプリケーションを
開いた後で移動装置により表示されてもよい。図示のように、ユーザインターフェース６
００は、例えば、現在時刻、信号強度、充電、キャリア、及びアプリケーション生成アラ
ーム又は他の通知等の様々な情報を表示するためのオペレーティングシステム提供の通知
バー６０５を含んでもよい。また、ユーザインターフェース６００は、追跡アプリケーシ
ョンを介して迅速なナビゲーションを可能にするアプリケーションナビゲーションバー６
１０も含む。例えば、図示のように、ナビゲーションバー６１０上のホームボタンがハイ
ライトされて、ユーザインターフェース６００がアプリケーションの「ホーム」領域の部
分を表示していることを示している。そのため、ユーザインターフェース６００は、アプ
リケーションの異なる機能にアクセスするための様々なボタンを含むメインナビゲーショ
ンメニュー６２０も含む。例えば、「自己注射器を追跡する」ボタンは、追跡インターフ
ェースへの迅速なアクセスを提供してもよく、その例は図１３に関して以下により詳細に
記載される。別の例示として、「連絡先に通知する」ボタンは、ユーザのための緊急連絡
先として以前に記憶されている人物への電話呼び出し又は他の形態の通信を開始するため
に選択されてもよい。ナビゲーションメニュー６２０に含まれる様々な他のボタンも明ら
かであろう。
【００９５】
　図７は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第２の例示のユーザインターフェース
７００を示す。ユーザインターフェース７００は、ナビゲーションバー６１０上の「学習
」ボタンのハイライトによって示されるアプリケーションの「学習」領域に対応してもよ
い。図示のように、ユーザインターフェース７００は、ユーザに情報を伝達するために重
要な安全情報ウィンドウ７２０を提供する。選択されると、重要な安全情報ウィンドウ７
２０は、情報を閲覧するための追加領域を提供するために拡張してもよい。また、ユーザ
インターフェース７００は、「学習」領域の様々な領域にアクセスするための学習ナビゲ
ーションメニュー７３０も含む。例えば、メニュー７３０内のボタンの各々は、要求され
たコンテンツのタイプの１つ以上のページに案内してもよい。
【００９６】
　図８は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第３の例示のユーザインターフェース
８００を示す。ユーザインターフェースは、ナビゲーションバー６１０上の「手引き」ボ
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タンのハイライトによって示されるアプリケーションの「手引き」領域に対応してもよい
。図示のように、重要な情報ペイン７２０がこのユーザインターフェース上にも表示され
る。また、ユーザインターフェース８００は、関連する薬剤装置の使用方法に関する情報
を伝達するためのペイン８３０も含む。また、ペイン８３０は、ユーザに薬剤装置の投与
を指導するための１つ以上の埋め込み映像８３５を含んでもよい。
【００９７】
　図９は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第４の例示のユーザインターフェース
９００を示す。ユーザインターフェースは、ナビゲーションバー６１０上の「追跡」ボタ
ンのハイライトによって示されるアプリケーションの「追跡」領域に対応してもよい。重
要な情報ペイン７２０に加えて、ユーザインターフェース９００は、アプリケーションの
異なる「追跡」機能に案内するボタン９３０、９３５を有するトップペインを含む。例え
ば、ペインは、アプリケーションに登録されている様々な患者のためにアレルゲン情報を
検討し、更新し、且つ共有するための「アレルゲンプロファイル」ボタン９３０を含んで
もよい。別の例示として、ペインは、アプリケーションに登録されている自己注射器タイ
プの薬剤装置の位置又は他の状態を決定するための「自己注射器を追跡する」ボタン９３
５を含んでもよい。一部の実施形態では、患者プロファイル又は薬剤装置は、追跡が使用
可能にされる前にアプリケーションに登録されている。
【００９８】
　図１０は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第５の例示のユーザインターフェー
ス１０００を示す。ユーザインターフェース１０００は、アプリケーションに新しい患者
プロファイルを登録するためのインターフェースであってもよい。図示のように、ユーザ
インターフェースは、プロファイル情報を入力するための様々なフィールドを提供する。
名前フィールド１０１０には、患者の名前が入る。プロファイルタイプフィールド１０２
０には、登録されているプロファイルのタイプの識別が入る。例えば、一部の実施形態で
は、プロファイルタイプフィールド１０２０には、例えば、「自分」、「配偶者」、「子
供」、「家族」、「友人」、又は「その他」等の一群の値からの選択が入る。アレルゲン
フィールド１０３０には、プロファイルに関係付けられるアレルゲンのリストが入る。例
えば、一部の実施形態では、プロファイルタイプフィールド１０２０には、例えば、「卵
」、「魚」、「牛乳」、「ピーナツ」、「ミツバチ」、「スズメバチ」、「何らかのカミ
アリ」、「アスピリン」、「イブプロフェン」、「運動」、「ラテックス」、又は「他の
致命的なアレルゲン」等の一群の値からの１つ以上のアイテムの選択が入る。リストに含
まれる様々な追加のアレルゲンも当業者には明らかであろう。
【００９９】
　連絡先フィールド１０４０には、１つ以上の緊急連絡先の選択が入る。このリストは、
例えば、ユーザインターフェース６００上の「連絡先に通知する」ボタンの選択後等、ア
プリケーションが緊急連絡先と通信するために使用されるときに使用されてもよい。様々
な実施形態において、ユーザは、名前及び電話番号を含む各連絡先をフィールド１０４０
に手動で入力してもよい。一部の実施形態では、ユーザは、フィールド１０４０に含める
ために、電話オペレーティングシステム又は他のアプリケーションの住所録又は他の連絡
先リストによって提供される１つ以上の連絡先を選択してもよい。
【０１００】
　自己注射器フィールド１０５０には、患者に処方され且つアプリケーションにより追跡
される１つ以上の自己注射器を入れる。新しい自己注射器又は他の薬剤装置を登録するた
めの例示のインターフェースが図１１を参照してより詳細に記載される。医療提供者フィ
ールドには、医療提供者の１つ以上の識別を入れる。このリストは、例えば、ユーザが緊
急性を示している間又は（例えば、別の薬剤装置の使用又は有効期限のために）ユーザが
新しい薬剤装置の処方箋のための予約の希望を示すとき等、アプリケーションがこのよう
な医療提供者に連絡するときに使用されてもよい。医療提供者情報１０６０が、手動で入
力されるか又は電話オペレーティングシステム又は別のアプリケーションからインポート
されてもよい。
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【０１０１】
　図１１は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第６の例示のユーザインターフェー
ス１１００を示す。ユーザインターフェース１１００は、アプリケーションにより追跡さ
れる新しい薬剤装置を登録するためのインターフェースであってもよい。位置フィールド
１１１０には、薬剤装置の位置の指示を入れてもよい。位置情報を入力するための例示の
インターフェースは、以下で図１２に関して記載される。ロット番号フィールド１１２０
には、薬剤装置に関係付けられるロット番号の指示を入れてもよく、一方で有効期限フィ
ールド１１３０には、薬剤装置に関係付けられる有効期限データの指示を入れてもよい。
有効期限リマインダボタン１１４０には、一般にはユーザが新しい薬剤装置のための有効
期限イベントに関するリマインダを受信することを希望するかどうかの選択が入る。同様
に、有効期限地理アラートボタン１１５０には、ユーザが近隣の薬剤装置に対する有効期
限イベントに関するリマインダを受信することを希望するかどうかの選択が入る。例えば
、様々な実施形態において、アプリケーションは、移動装置が有効期限が切れた又は有効
期限が近付いている薬剤装置の位置から既定の距離（例えば、１マイル）内に有る場合は
いつでも特別な「地理アラート」を提供してもよい。
【０１０２】
　図示のように、インターフェース１１００には、手動入力された装置情報が入る。様々
な代替的な実施形態において、類似のインターフェースが、薬剤装置又はその包装から直
接的にインターフェース１１００に入力される情報の一部又は全てを読み取るための機能
を活性化するためのボタンを提供してもよい。例えば、このようなボタンは、移動装置の
カメラにユーザがＱＲコード又は情報を伝達する英数字の写真を撮らせてもよい。次に、
画像データを復号（例えば、ＱＲ復号又は光学式文字認識）することで、インターフェー
スの一部又は全てを自動的に記入してもよい。別の例示として、ボタンが押されると、薬
剤装置又はその包装上に配置されたタグとの近距離無線通信（例えば、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ
、ブルートゥース、ＷｉＦｉ等）でデジタル情報を抽出してもよい。次に、アプリケーシ
ョンは、インターフェース１１００上の一部又は全てのフィールドを自動入力してもよい
。
【０１０３】
　アプリケーションが薬剤装置又はその包装と周期的に通信する等の様々な実施形態にお
いて、装置は、将来の通信が適切な装置と相関され得るように薬剤装置又は包装の一意の
ＩＤ又は他のＩＤを登録してもよい。この識別子は、移動装置により薬剤装置又は包装に
割り当てられ又はそれから読み取られてもよい。
【０１０４】
　図１２は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第７の例示のユーザインターフェー
ス１２００を示す。インターフェース１２００は、ユーザインターフェース１１００を介
して登録される新しい薬剤装置に関する位置等、新しい位置を登録するためのインターフ
ェースであってもよい。図示のように、ユーザインターフェース１２００は、登録される
位置のテキスト名又は説明を入れるための位置名フィールド１２１０を含む。また、ユー
ザインターフェース１２００は、位置を定義するための複数の機能を含んでもよい。第１
の方法として、ユーザは、住所フィールド１２２０に所在地住所を提示してもよい。所在
地住所は、手動で入力されるか又は電話連絡先リストから若しくは別のアプリケーション
からインポートされてもよい。住所を入力すると、地図領域１２３０は、識別位置の周囲
の領域の地図を示すように更新されてもよい。
【０１０５】
　代替的な方法として、ユーザは、地図上をタップすることで位置を選択してもよい。更
なる代替手段として、ユーザは、「現在地を使用する」ボタンを押して、薬剤装置の位置
として（例えば、移動装置のＧＰＳ機能によって報告される）移動装置自体の現在地を選
択してもよい。
【０１０６】
　また、様々な実施形態において、アプリケーションに入力される様々なプロファイル、
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薬剤装置及び位置情報は、１つ以上の薬剤装置のそれぞれのメモリ装置にダウンロードさ
れてもよい。例えば、アプリケーションは、その特定の患者に対して登録された各薬剤装
置に適切な名前、アレルゲン及び緊急連絡先情報を送信してもよい。このような通信は、
例えば、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、ブルートゥース、ＷｉＦｉ又は他の通信プロトコルを介して
無線で行われてもよい。
【０１０７】
　図１３は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第８の例示のユーザインターフェー
ス１３００を示す。ユーザインターフェース１３００は、例えば、例示のインターフェー
ス９００の「薬剤装置を追跡する」ボタン９３５の選択によってアクセスされ得る様々な
登録薬剤装置の位置又は他の状態を追跡するためのインターフェースであってもよい。ユ
ーザインターフェース１３００は、近隣の又はそれ以外の関連領域を示す地図１３２０を
含む。また、地図１３２０は、各薬剤装置の位置を指定する１つ以上のマーカー１３２２
、１３２４も含む。アラートアイコン１３２２は、例えば、有効期限イベント（例えば、
過去の有効期限又は近い将来の予測有効期限）等の何らかのイベントが相関薬剤装置に関
係付けられていることを伝達する。
【０１０８】
　フィルタセレクタ１３３０が、１つ以上のプロファイル又はそのグループの選択を可能
にする。プロファイル又はプロファイルのグループを選択すると、選択されたプロファイ
ルに関係付けられていない任意の指示１３２２、１３２４がもはや地図１３２０上に表示
されなくなる。薬剤装置リスト１３４０は、フィルタセレクタ１３３０によりフィルタリ
ングされた追跡薬剤装置の概要を（関連位置又は任意の強調アラームと共に）提供する。
薬剤装置リスト１３４０は、その装置に専用の概要ページ又は例えば、ユーザインターフ
ェース１１００に類似の薬剤装置編集ページにアクセスするためにユーザが薬剤装置を選
択することを更に可能にしてもよい。
【０１０９】
　ユーザインターフェース１３００は、上記の様々な機能を実装するために更に使用され
てもよい。例えば、アプリケーションが薬剤装置の位置の周期的な更新を受信する場合、
指示１３２２、１３２４の場所は、各薬剤装置について最新の受信位置データに対応する
ように更新されてもよい。別の例示として、アプリケーションが薬剤装置から薬剤使用の
指示を受信する場合、指示１３２２、１３２４は、ユーザに薬剤装置の使用を知らせるア
ラートを含むように更新されてもよい。アラートは、使用された薬剤装置の現在地におい
て、薬剤装置が活性化された位置において、薬剤装置に関係付けられる別の携帯電話又は
アプリケーション（例えば、追跡されている薬剤装置がアプリケーションユーザの子供又
は配偶者に処方されている場合に子供又は配偶者の携帯電話）の位置において、又は必要
に応じて他の場所において地図上に配置されてもよい。追加的に又は代替的に、アプリケ
ーションは、通知バー６０５等のオペレーティングシステム要素を介して、聴覚、視覚又
は触覚アラートを出力してもよい。また、ユーザインターフェース１３００は、薬剤温度
又は色情報等の情報を出力してもよい。
【０１１０】
　別の例示として、地図１３２０又は装置リスト１３４０を介する期限が切れた又は期限
が近付いている薬剤装置の選択は、ユーザが交換薬剤装置を注文し又は追加の処方箋を受
け取るために関連する医療サービス提供者に予約を入れることを可能にしてもよい。代替
的に、一部の実施形態では、アプリケーションは、有効期限イベントを識別すると、こう
した機能を自動的に行ってもよい。一部の実施形態では、アプリケーションは、電話又は
Ｅメール等の標準チャネルを介して、患者プロファイルに割り当てられた緊急連絡先に、
又は緊急連絡先の移動装置上で実行されている類似のアプリケーションに薬剤装置活性化
の任意の指示を転送してもよい。上記の機能を検討すれば様々な追加アプリケーションの
実装も明らかであろう。
【０１１１】
　図１４は、薬剤装置追跡アプリケーションのための第９の例示のユーザインターフェー
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ス１４００を示す。ユーザインターフェース１４００は、例えば、例示のインターフェー
ス９００の「アレルゲンプロファイル」ボタン９３０の選択によってアクセスされるアレ
ルゲンプロファイルを検討、共有及び編集するためのインターフェースであってもよい。
図示のように、ユーザインターフェースは、２つの異なる患者プロファイルに関係付けら
れるプロファイルボタン１４２０、１４３０を含む。ボタンの選択は、例えば、ユーザイ
ンターフェース１０００に類似のインターフェース等のプロファイル編集ページにユーザ
を案内してもよい。各プロファイルボタン１４２０、１４３０の下に、ユーザインターフ
ェース１４００は、関連患者のアレルギーを示すアレルゲン概要アイコン１４２２、１４
３２を含む。アイコン１４２２、１４３２の選択は、過去に入力された患者の特定のアレ
ルギーのより詳細なリストにユーザを導いてもよい。共有ボタン１４２４、１４３４は、
ユーザが、例えば、Ｅメール、電話等を介して、又は例えば、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、ブルー
トゥース、ＷｉＦｉ等を介して、異なる装置上で実行される類似のアプリケーションに直
接的に、他の装置と関連する患者プロファイルを共有することを可能にする。連絡先ボタ
ン１４２６、１４３６は、例えば、電話、Ｅメール、インスタントメッセージ等を介して
患者に関して登録された１つ以上の緊急連絡先にユーザが連絡することを可能にしてもよ
い。最後に、アレルゲンプロファイル作成ボタン１４４０は、ユーザが、インターフェー
ス１４００上での後の表示のために追加の患者プロファイルを作成することを可能にする
。
【０１１２】
　上記の通り、様々な例示の実施形態が薬剤を流通させるためのシステム及び方法を提供
する。特に、薬剤保管ケースへのリモートアクセスを提供することによって、緊急の際に
薬剤を患者に提供することができる。
【０１１３】
　上記の説明から、本発明の様々な例示の実施形態がハードウェア及び／又はファームウ
ェアで実装され得ることが明らかである。更に、様々な例示の実施形態は機械可読記憶媒
体に記憶される命令として実装されてもよく、これは少なくとも１つプロセッサにより読
み込まれ且つ実行されて、本明細書で詳細に記載された動作を行うことができる。機械可
読記憶媒体は、パーソナル又はラップトップコンピュータ、サーバ、又は他のコンピュー
タ装置等の機械により読み込み可能な形態で情報を記憶するための任意の機構を含んでも
よい。従って、機械可読記憶媒体は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ装置、又は
類似の記憶媒体を含んでもよい。
【０１１４】
　当業者には、本明細書に記載の任意のブロック図が本発明の原理を具現化する例示の回
路の概念図を表すことが理解される。同様に、任意のフローチャート、フロー図、状態遷
移図、疑似コード、及び同類は、実質的に機械可読媒体で表されて、コンピュータ又はプ
ロセッサが明示されているかどうかに関わらず、このようなコンピュータ又はプロセッサ
により実行され得る様々な処理を表すことが理解される。
【０１１５】
　所定の例示の態様を具体的に参照して、様々な例示の実施形態が詳細に記載されている
が、本発明は他の実施形態も可能であり、その詳細は様々な明らかな点で修正可能である
ことが理解される。当業者には容易に明らかであるが、本発明の精神及び範囲内でありな
がら変形及び修正を受けることができる。従って、先の開示、記載及び図面は、単なる例
示であって、決して請求項のみによって定義される本発明を限定するものではない。
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